
- 1 - 

 

答申第 109 号                                  

 

答  申  

                                                          

第１  審査会の結論  

 沖縄県知事 (以下「実施機関」という。 )が、本件審査請求の対象と

なった公文書について、公文書不存在を理由に不開示決定としたこと

は妥当である。  

 

第２  諮問の概要  

 １   公文書の開示請求  

 審査請求人は、令和元年５月７日付けで沖縄県情報公開条例 (平成

13 年沖縄県条例第 37 号｡以下｢条例｣という。 )第６条第１項の規定に

基づき、実施機関に対し、中部土木事務所長名で発出された開発許

可に関する証明について、沖縄市企画部プロジェクト推進室から発出

された弁明書に記述されている「沖縄市都市整備室都市計画担当を通

して、中部土木事務所から不要であるとの回答が口頭で得られた」に

関する回答の有無及び回答日時を記録した資料について、公文書開示

請求 （以下「本件請求」という。）を行った。  

  

 ２  実施機関の決定  

  実施機関は、本件請求に対して、開示請求の内容に該当する資料が

存在しないことを理由として、条例第 11 条第２項の規定により、公文

書不存在による不開示決定の処分（以下「本件処分」という。）を行

い、令和元年５月 13 日付け中土第 6-13 号により審査請求人に通知し

た。  

 

 ３  審査請求  

  審査請求人は、本件処分を不服として、行政不服審査法 (平成 26

年法律第 68 号 )第２条の規定により、令和元年５月 15 日付けで実

施機関に対し審査請求を行った。  

 

 ４  諮問  
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  実施機関は、令和元年７月 24 日付けで条例第 21 条の規定により、

沖縄県情報公開審査会 (以下「審査会」という。 )に本件処分の可否の

決定について諮問した。  

 

第３  審査請求の内容  

 １  審査請求の趣旨  

   開示請求の内容に該当する資料が不存在であれば、開示請求の内容

に関する事実を証する証言等の調査をしたうえで、回答の有無及び回

答日時についての記述文書、その他の物件の開示を求める。  

 

 ２  審査請求の理由（要旨）  

   本件不当な処分は、行政不服審査法に違反する可能性があると考え

る。  

本件処分が行われた開示請求の内容については、行政不服審査法に

基づいた審査請求手続きに関する重要な事項であり、中部土木事務所

長名で発出された開発許可に関する証明について、沖縄市から発出さ

れた弁明書に記述された「沖縄市都市整備室都市計画担当を通して、

中部土木事務所から不要であるとの回答が口頭で得られた」との記述

内容について、事実関係を検証する必要があるにもかかわらず、すべ

てが口頭で行われ、その事実を証する書類その他の物件を一切残さず

「開示請求の内容に該当する資料が存在しないため」との理由で処分

を行う事は、極めて不当な処分であり、請求者にとっては到底看過す

ることはできない。  

以上の点から、本件不当な処分について、開示請求の内容に該当す

る資料が存在しないためとの理由により、開示請求の内容について、

その事実を証する証言等の事実関係を調査したうえで、回答の有無及

び回答した日時を記述した文書その他の物件の開示を求める為、本審

査請求を提起した。  

 

 ３  審査請求人の反論書（要旨）  

弁明書では、本件請求に係る「回答の有無及び回答の日時を記録し

た資料」は存在しないが、沖縄市から発出された弁明書に記述された

内容については、中部土木事務所長の見解を記述すると弁明している。 

しかし、審査請求の趣旨に記述したとおり、開示請求の内容に該当
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する資料が不存在であれば、開示請求の内容に関する事実を証する証

言等の調査をしたうえで、回答の有無及び回答日時についての記述文

書、その他の物件の開示を求めているものであり、中部土木事務所の

見解を求めているものではない。  

また、弁明書には審査請求の趣旨に記述した内容に何ら触れること

なく、本件不当な処分について、開示請求の内容に該当する資料が存

在しないとの理由を再度弁明しているだけであり、論点をすり替えた

弁明であると言わざるを得ない。  

よって、処分庁としての説明責任を果たしているとは到底認められ

ず、審査請求人の請求の趣旨を十分理解したうえで、審査請求人が理

解できるよう丁寧な弁明をしていただきたい。  

以上のことから、本件処分については、処分庁による不当な処分の

理由により、該当公文書その他の物件の開示を求める。  

 

第４  実施機関の弁明書等（要旨）  

   実施機関の提出した弁明書によれば、本件処分の理由は概ね次のと

おりである。  

   本件請求に係る「回答の有無及び回答日時を記録した資料」は存在

しないが、沖縄市から発出された弁明書に記述された「沖縄市都市整

備室都市計画担当を通して、中部土木事務所からは不要であるとの回

答が口頭で得られた」について、中部土木事務所の見解を下記に記述

する。  

平成 29 年 12 月 25 日付証明第 26-65 号開発許可不要証明の開発許可

不要理由は、「都市計画法第 29 条第１項第３号、同法施行令第 21 条

第１項第３号に規定する建築物」に該当するためである。よって、「開

発の敷地面積を拡充しても、当該開発許可不要理由が変わらない計画」

であれば、開発許可不要と判断できる。  

また、審査会から実施機関へ文書の再検索の依頼に対する実施機関

の回答は、次のとおりである。  

通常、口頭でのやり取りは逐一記録していません。ただし、各担当

の判断で相談事項の資料を残すことがあります。その際、中部土木事

務所建築班では「相談綴り」のファイルに相談内容と回答内容を紙で

保管しますが、今回の内容に該当する資料は存在しませんでした。  
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第５  審査会の判断理由  

   審査会は実施機関に対し、審査請求書に記載されている「開発許可

の手続きに関する架電の日時等」が記録された文書及びこれに相当す

る文書の存否について、審査請求人の請求内容に基づいて改めて保有

の有無を確認させた。  

その結果、実施機関の当該確認に対する前記の回答を受けて、本件

請求の「沖縄市都市整備室都市計画担当を通して、中部土木事務所か

らは不要であるとの回答が口頭で得られた」に係る回答日時を記録し

た文書、その他関連資料は存在しないことが確認された。  

   よって、実施機関による当該確認に対する「通常、口頭でのやり取

りは記録していない」旨の回答及び該当する資料がなお存在しなかっ

たと実施機関が判断するに至ったことは、その方法及び結論において

不合理・不自然ではなく、本件審査請求の対象となった文書は存在し

ないものと認められる。  

   以上から、「第１  審査会の結論」のとおり判断する。  
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       内       容 
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